
保　護　者　様　

　　平素は本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

　さて、５月分　学校徴収金およびＰＴＡ会費の納入につきまして、下記のとおり行います。

　期日までに納めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

１．銀行口座振替のご家庭

○振 替 日

・前日までに届出口座へご入金ください。

２．現金納入のご家庭

○納入期限

・封筒に入れて配付します納入通知書「学校徴収金の納入について」とともにできる

　だけおつりのないように現金を入れ、担任または本校事務室までお届けください。

・保護者の皆様の利便性や子どもたちから現金でのトラブルを防ぐためにも、

　口座振替にご協力ください。

３．徴収金額

※口座振替には、金融機関手数料（１０円）が必要となります。

※ＰＴＡ会費は、一番下のお子様より徴収させていただきます。

13,010 13,010

※　次回の口座振替日は、６月２６日（金）です。

６年 10,000 10,000 3,000 10

13,010 10,280

５年 5,000 4,100 4,000 3,000 10 12,010 11,110

４年 5,000 2,270 5,000 3,000 10

3,990

３年 5,000 2,160 3,000 10 8,010 5,170

10 8,010２年 5,000 980 3,000

１年 5,000 2,060 3,000

教育扶助

受給家庭

教育扶助

受給家庭

10 8,010 5,070

令 和 8(2026) 年 5 月 15 日
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ＰＴＡ会長 望月 潤星

校長 山路 恒有
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